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Press Release 
 

 

 

島根労働局長及び労働基準部長が安全パトロールを実施します 

(７月３日(月)建設現場、産業廃棄物処理施設) 

 
 ７月１日から７日は全国安全週間です。全国安全週間は、「産業界での自主的な労働災

害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、

毎年実施しており、本年で 90 回目となります。 

 島根労働局（局長 浅野
あ さ の

茂
しげ

充
みつ

）では、期間中、県内の各事業場に対して、労働災害防止 

の徹底と働く人々の安全衛生意識の向上を図るよう集中的に呼びかけることにしており、 

その一環として、７月３日（月）に島根労働局長が松江市内の建設現場、労働基準部長 

（高橋
たかはし

秀
ひで

寿
ひさ

）が出雲市内の産業廃棄物処理施設に対し安全パトロールを下記のとおり実施

します。  
 

記 
 
１ 島根労働局長安全パトロール【建設現場】（詳細は別紙１のとおり） 
   日   時   平成 29 年７月３日（月） 午前 9 時 30 分～10 時 50 分 
   施 工 業 者   株式会社鴻池組山陰支店 
   工 事 名 称   アルファスマート北田町新築工事 
   工 事 場 所   松江市北田町 266 
 
２ 労働基準部長安全パトロール【産業廃棄物処理施設】（詳細は別紙２のとおり） 
   日   時   平成 29 年７月３日（月） 午前 10 時 30 分～11 時 20 分 
   対象事業場   大福工業株式会社 斐川リサイクルセンター 

Ｄライト斐川工場 
   所 在 地   出雲市斐川町三絡 1965-1 
    

 

 

 
島 根 労 働 局 発 表 

 
平 成 2 9 年 ６ 月 2 9 日 

 

  
担 

 
当 

労働基準部健康安全課 

 課   長  鷹中 康博 

 主任安全専門官  藤原 淳一 

 ℡ ０８５２－３１－１１５７ 

島根労働局 

厚生労働省 



- 2 - 
 

別紙１ 

 
○島根労働局長安全パトロール（建設現場） 
 
 

１ 日   時  平成 29 年７月 ３日（月）午前９時 30分～（小雨決行） 

 

２ 対   象  施工者名 株式会社鴻池組山陰支店 

工事名称 アルファスマート北田町新築工事 

工事場所 松江市北田町 266 

                  発 注 者 穴吹興産株式会社 

         工  期 平成 28 年７月 12日～平成 29 年 10 月 12 日 

               工事概要 鉄筋コンクリート造 地上８階マンション新築工事 

 

３ 出 席 者  島根労働局：労働局長、労働基準部健康安全課から１名 

         松江労働基準監督署：松江労働基準監督署長他１名   計４名 

           

４ 実施内容  建設現場における労働災害防止対策の徹底と安全衛生意識の向上を呼びかけ、

併せて、熱中症予防対策について要請します。 

 

５ 日  程  安全パトロール結果の取りまとめを除き、公開で実施します。 

９時 30 分～９時 35 分  建設現場集合、名刺交換等 

９時 35 分～９時 40 分  島根労働局長あいさつ 

９時 40 分～９時 45 分  発注者あいさつ 

９時 45 分～９時 50 分  島根労働局から労働災害防止及び熱中症予防対策について

（要請） 

９時 50 分～９時 55 分  施工者から工事概要及び安全衛生対策の説明 

９時 55 分～10時 00 分  熱中症予防対策用品の紹介 

10 時 00 分～10時 30 分  安全パトロール 

10 時 30 分～10時 40 分  安全パトロール結果の取りまとめ 【非公開】 

10 時 40 分～10時 45 分  松江労働基準監督署長 パトロール結果の講評 

10 時 45 分  島根労働局労働基準部健康安全課あいさつ 

 

６ 場  所 
    島根労働局長あいさつ、労働災害防止及び熱中症予防対策、工事概要、安全衛生対策の

説明及びパトロール結果の講評等は建設現場１F エントランスホール（松江市北田町 266）
で実施します。 

    

７ お 願 い 

   ・取材時には取材者の安全を確保するため、保護帽（ヘルメット）の着用をお願いします。 

・服装はそで口、すそ締りの良いもの及び運動靴等の着用をお願いします。 
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別紙２ 

 
○島根労働局労働基準部長安全パトロール（産業廃棄物処理施設） 
 
 

１ 日   時  平成 29 年７月 ３日（月）午前 10 時 30 分～11 時 20 分（小雨決行） 

 
 

２ 対   象  大福工業株式会社 斐川リサイクルセンター Ｄライト斐川工場 

        出雲市斐川町三絡 1965-1 

 
 

３ 出 席 者  島根労働局：労働基準部長、労働基準部健康安全課長 

健康安全課から１名     計３名  

(一社)島根県産業廃棄物協会：適正処理委員長他委員６名  計７名 

 
 

４ 実施内容  産業廃棄物施設における労働災害防止対策の徹底と安全衛生意識の向上を呼び 

かけ、併せて、熱中症予防対策について要請します。 

 
 

５ お 願 い 

・取材時には取材者の安全を確保するため、保護帽（ヘルメット）の着用をお願いします。 

・服装はそで口、すそ締りの良いもの及び運動靴等の着用をお願いします。 

      


